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厚真町空家等対策計画（改定）について 

 

１．空家等対策計画の期間と改定方法  

計画期間 令和８年～令和１２年度 

改定方法 １．以下の調査による情報収集 

・空家等所有者の特定調査及び意向調査 

・空家等実態調査 

２．空家等対策協議会【委員 12 名】による協議【全２回開催】 

３．パブリックコメントによる意見聴取 

R8.2.9～R8.2.27（期間中の意見提出なし） 

 

２．空家等対策計画の位置づけ（空家等対策計画 7 頁抜粋） 
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３．空き家の現状（課題認識）  

  (1) 高齢化率（空家等対策計画 ８頁より抜粋） 

  

 

 

 

 

 

(2) 「空き家予備軍」について（空家等対策計画 ９頁より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

(3)動態別の空き家数（空家等対策計画 17 頁より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

高齢化率の上昇に加え、当町は約４割（39.7%）が空き家予備軍であり将来的

な空き家発生リスクが高い状況に加え、昨年度と空き家件数を比較すると 53 件

が増加している。 
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４．町としての目標  

 現状を勘案し、以下の目標を掲げる（空家等対策計画 30 頁抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

５．空家等活用促進区域の新設 

(1)設定した目的 

今後増加が見込まれる空き家について、資産としての流動性を高め、効率的かつ

効果的に活用を図るため、優先的に事業を実施する区域を設定した。 

 (2)設定区域（空家等対策計画 33 頁抜粋） 

工業専用地域、土砂災害特別警戒区域および特定盛土等規制区域を除いた以下の

区域を設定 
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 (3)区域設定の考え方 

 市街化区域のほか、移住・定住施策等と連携が必要な市街化調整区域などを対象と

し、災害リスクや人口動態を総合的に勘案して設定する。 

 

６．重点取組方針（４つの柱） 

(1) 実態把握と所有者特定 

法改正に基づく空家等支援法人等を活用した所有者特定事務の強化 

(2) 情報提供と相談対応 

ワンストップ相談窓口の周知、所有者への適切な維持管理の啓発 

(3) 活用促進と支援 

 ①「空き家バンク」の活用推進と補助制度の継続・拡充の検討 

 ②中間管理住宅等の整備による移住定住や二地域居住の推進 

 ③空家等活用促進区域内の空き家情報の提供やマッチングなどの取組みを計画 

  し、優先的に活用支援を実施 

(4) 老朽空き家への対応 

  特定空家等に対する除却支援や、法的措置を含めた住環境の維持 

 

 


